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調達要求番号：６ＫＬＡ１Ａ７７３０２ 

陸上自衛隊仕様書 

物品番号  仕 様 書 番 号 

ターゲティング能力評価モデルの改修 

（令和８年度） 

教訓研本研－Ｚ２６０３０１ 

防衛大臣承認 令和  年  月  日 

作 成 令和 ８年 ４月１７日 

変 更 令和  年  月  日 

作成部隊等名 教育訓練研究本部研究部 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊教育訓練研究本部が保有するターゲティング能力評価モデル（以下，“本

ソフトウェア”という。）の改修役務（以下，“本役務”という。）について規定する。 

1.2 用語及び定義  

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。 

ターゲティング能力評価モデル 

本役務における改修対象であり，教訓研本研－Ｚ２２０３１９において作成された，侵攻部隊に

対してＵＡＶ等の情報収集装備による探知・識別・追尾等を模擬することにより，自衛隊のスタ

ンド・オフ・ミサイルを射撃するためのターゲティング能力を評価するためのアプリケーション

ソフトウェアをいう。 

1.3 引用文書等 

1.3.1 引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 仕様書等 

  ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１  陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

  ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９  陸上自衛隊ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応

共通仕様書 

  教訓研本研－Ｚ２２０３１９   ターゲティング能力評価モデルの改修 

b) 法令等 

装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達）［防装庁（事）第１

３７号（令和４年３月３１日）］ 

情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について（通達）［防装

庁（事）第３号（３１．１．９）］ 

情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について（通

知）［装プ武第１８８号（３１．１．９）］ 

デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン［２０２５年（令和７年）５月２７日デジタル社会

推進会議幹事会決定］ 

1.3.2 関連文書 

ＩＴ利用装備品等及びＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対
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応について（通知）［装管庁第８０７号（令和３年１月２１日）］ 

装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保のための措置の細部事項について（通知）

［装装保第４２０８号（令和５年３月１４日）］ 

装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ確保のための措置に係る細部要領について（通

知）［装装保第４４０１号（令和５年３月１６日）］ 

装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ監査実施要領について（通知）［装装保第４２

１０号（令和５年３月１４日）］ 

 

2 本役務に関する要求 

2.1 一般的要求事項 

契約の相手方は，情報資産管理標準シートを作成し，提出する。 

なお，作成要領及び提出時期などは，次による。 

a) 契約金額内訳 

契約の相手方は，“デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン［２０２５年（令和７年）５月２

７日デジタル社会推進会議幹事会決定］”（以下，“標準ガイドライン”という。）別紙２“情報シ

ステムの経費区分”に基づいて区分等した契約金額の内訳を記載した情報資産管理標準シートを

契約締結後速やかに作成し，官側へ提出しなければならない。 

b) その他 

契約の相手方は，標準ガイドライン別紙３“調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シート

の提出等に関する作業内容”の各項に従って作成した情報資産管理標準シートを，各工程の実施

要領等で定める時期までに官側へ提出しなければならない。なお，成果物の納入に際し，官側か

ら別途様式が提示された場合は，その指示に従わなければならない。 

2.2 本役務の対象 

 本役務の対象は，ターゲティング能力評価モデルとする。 

2.3 本役務で開発・改修する機能 

a) 侵攻部隊の対空レーダ及び対空火器または電磁波的手段による，情報収集用ＵＡＶに対する探知

及び攻撃または無力化を模擬する機能を追加する。 

b) 侵攻部隊の経路選択機能に対し，出現範囲，経由範囲及び目標範囲からなる経路パターンを複数

設定できるようにし，その中からランダムに経路パターンが選択される機能を追加する。 

c) 情報収集用ＵＡＶに対し，目標の推定位置を考慮した失探時の周辺捜索機能及び侵攻部隊の攻撃

に対して回避行動をとりつつ目標を継続的に追尾する機能を追加する。 

d) 情報収集用ＵＡＶによる継続的な情報収集計画を軽易に設定できる機能を追加する。 

e) ジョンソン基準に基づいた赤外線センサによる探知・識別率算定機能を追加する。 

f) 衛星による情報収集機能として，次の３種類の評価モードを追加する。 

 1) 衛星による監視範囲の推移を，任意時刻での監視範囲，移動方向，速度等を直接設定すること

で，衛星による監視範囲の推移及び情報収集を評価するモード[衛星監視モードＡ] 

 2) 衛星の軌道を円軌道で模擬することにより，衛星による監視範囲の推移及び情報収集を評価す

るモード[衛星監視モードＢ]  

 3) 衛星の２行軌道要素（Two Line Element）情報に基づき軌道及び任意時刻の位置を算定するこ

とで，衛星による監視範囲の推移及び情報収集を評価するモード[衛星監視モードＣ] 
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g) 現状の覆域評価機能を改修し，設定するセンサ毎に，覆域範囲指定方法，地球の湾曲の考慮有無

及び地上標高の考慮有無の各組み合わせを指定可能とし，それに基づき覆域を評価する機能を追

加する。 

h) 指揮通信システム，各種情報収集装備及びスタンド・オフ・ミサイルから構成される指揮通信ネ

ットワーク並びにスタンド・オフ・ミサイルの射撃計画を設定する機能を追加するとともに，侵

攻部隊が出現してから目標地点に到達するまでの間を対象とした，侵攻部隊に対するスタンド・

オフ・ミサイルの誘導シミュレーション機能を追加する。この際，指揮通信ネットワークには伝

送時間，意思決定時間等も入力として設定できるようにする。 

i) 前記 h)で追加した，侵攻部隊に対するスタンド・オフ・ミサイルの誘導シミュレーション機能に

対し，シミュレーション結果から目標の情報伝達・共有状況に関するタイムシーケンス図等を作

成する機能を追加するとともに，スタンド・オフ・ミサイルの交戦機会及び誘導成功率を評価す

る機能を追加する。 

j) 既存の覆域表示機能等と上記 h)の誘導シミュレーション機能を同時に使用できるよう改修する。 

k) 国土地理院等のタイルマップを背景画像として表示できる機能を追加する。 

l) 官側が指定するデータ形式に基づいたログ情報を出力できるようにする。 

2.4 動作条件 

本ソフトウェアは，表 1 で示す動作環境のもとで正常に動作するものとする。この際，表 1 に記載

していない必須動作環境を設ける場合は官側と協議するものとする。 

表1－動作環境 

番号 項 目 仕 様 

１ ＣＰＵ 2.7GHz(6 コア) 以上 

２ メモリ 32GB 以上 

３ ストレージ SSD 1TB 以上 

４ ＯＳ Windows11 Pro 以上 

 

2.5 設計条件 

a) インストール作業不要で動作可能な形態とする。 

b) 使用許諾権等が発生するソフトウェア，ライブラリ，モジュール等は組み込まないようにするか

又は，組み込む場合，官側の使用，改修等に際し，官側に負担が発生しないよう処置を講じる。 

c) データ入力，プログラム実行，結果出力等の一連の操作方法が分かりやすく，習得が容易なもの

とする。 

d) シミュレーションに関するデータは，CSV 形式でインポート，エクスポートできることを基準と

するも，細部は官側との調整による。 

e) 入力ミス及び操作ミスの防止に配慮したものとする。 

f) ヘルプ機能を有する等，操作補助機能に配慮したものとする。 

g) 努めてオブジェクト指向によるプログラム設計とし，機能追加等に対して柔軟に対応できるよう

にする。 

2.6 設計書等 

基本設計書，詳細設計書，取扱手順書を作成する。 
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a) 基本設計書 

基本設計書は，機能一覧，機能の概要，システム構成，画面デザイン，画面遷移図を記述する。

また，ＯＳのサービス等を含むプログラムの動作に必要なソフトウェア等を記述する。 

b) 詳細設計書 

 詳細設計書は，機能設計，フローチャート等のプログラム処理に必要な全ての事項を記述する。 

c) 取扱手順書 

  取扱手順書は，次のとおりとする。 

1) プログラムの導入及び削除手順を記述する。 

2) ソフトウェア及びＯＳのサービス等のうち，プログラム実行上必要となる項目とその設定を

記述する。 

3) 初期設定，データの入力，データの保存，プログラムの実行，結果の表示等のプログラムの

起動から終了までの一連の操作方法を記述する。 

4) エラー表示一覧及び操作にあたっての助言を記述する。 

2.7 本役務の実施体制 

契約の相手方は，本役務の実施に当たって次の体制を確保し，これを変更する場合には，事前に

官側と協議するものとする。 

a) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人（以下「業務従事

者」という。）を確保するものとする。 

b) 前記 a)の業務従事者が，衛星及びミサイルの誘導に関する数理的検討をできる能力を有するとと

もに，数理的分析の知識を活用して自ら評価式等を考案できる能力を有するものとする。 

c) 上記 a)の業務従事者が，前記 b)に掲げるほか，履行に必要若しくは有用な，又は背景となる経

歴，知見，資格，語学（母語及び外国語能力），文化的背景（国籍等），業績等を有するものとす

る。 

d) 前記 c)の業務従事者が，他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる

態勢にあるものとする。 

2.8 品質管理 

a) 本役務は，「情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について（通

達）」及び「情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項に

ついて（通知）」に基づき，本役務のサプライチェーンにおいて不正プログラムの埋込み，情報の

窃取，不正機能の組込みなどが行われるリスクへの対応などを行うものとする。 

b) ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応については，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９の

2.2 による。 

 

3 品質保証 

3.1 開発計画 

契約の相手方は，本役務を円滑に実施するため，本役務の作業方針，実施体制，開発工程，全般

スケジュール等を記載した開発計画書を作成し，契約後速やかに官側に提出し，確認を得るものとす

る。 
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3.2 試験 

契約の相手方は，本役務の成果物が求める機能等を満たしているかを確認するため，試験を実施

するものとする。 

3.2.1 試験実施要領書 

契約の相手方は，試験項目及び手順を記載した試験実施要領書を作成し，試験実施前までに官側に

提出し，確認を得るものとする。 

3.2.2 試験の実施 

契約の相手方は，試験実施要領書を用いて，2.4 で示す動作環境上での試験を実施するものとす

る。併せて，同試験を官側環境で実施し，動作に異常がないことを確認するものとする。 

3.2.3 試験実施報告書 

契約の相手方は，試験終了後速やかに，試験実施報告書を官側に提出するものとする。 

3.3 監督・検査 

監督及び検査は，契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。 

3.4 検討会 

契約の相手方は，本役務を適切かつ円滑に実施するため，下記事項について，官側と調整の上，必

要に応じて検討会を実施するものとする。この際，機能改修した部分については，実際の使用要領を

画面イメージで示すなどして段階的に官側のレビューを受けるものとする。なお，検討会を実施した

場合は，議事録を作成し官側の確認を得るものとする。 

a) 開発計画全般に関する事項 

b) 基本設計，詳細設計及び開発に関する事項 

c) 試験計画及び試験実施要領に関する事項 

d) その他開発に関する連絡調整事項 

 

4 その他の指示 

4.1 提出書類  

提出書類は，表 2 による。 

表 2－提出書類 

番号 提出書類等 数量 提出時期 提出場所 

１ 開発計画書 1 契約締結後速やかに 

陸上自衛隊 

教育訓練研究本部 

（目黒駐屯地） 

２ 試験実施要領書 1 試験実施前 

３ 試験実施報告書 1 試験終了後速やかに 

４ 
情報資産管理標準シート 

（契約金額内訳） 
1 契約締結後速やかに 

５ 
情報資産管理標準シート 

（契約金額内訳以外） 
１ 官側との調整による。 
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4.2 納入品 

納入品は，表 3 による。 

表 3－納入品 

番号 品   名 電子記憶媒体 媒体種別 納入場所 

１ ソースプログラム 

１式 
ＤＶＤ－ＲＯＭ 

（基準） 

陸上自衛隊 

教育訓練研究本部 

(目黒駐屯地) 

２ ロードモジュール 

３ 基本設計書 

４ 詳細設計書 

５ 取扱手順書 

 

4.3 無償貸付品 

無償貸付品は，表 4 によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。 

表 4－無償貸付品 

番号 貸付品名 形式 貸付時期 貸付場所及び返納場所 

１ 

ターゲティング能力評価

モデルの改修 納入品一

式 

電子記憶

媒体 

官側との調整

による。 

陸上自衛隊 

教育訓練研究本部 

(目黒駐屯地) 

 

4.4 秘密保全 

契約の相手方は，本契約の履行に当たり直接又は間接に関わらず知り得た情報の管理に万全を期

するとともに，別途利用，その他への公表などは官側の許可なく行ってはならない。また，本契約終

了後も同様とする。 

4.5 情報保全 

契約の相手方は，本契約の履行に際し知り得た保護すべき情報（契約を履行する一環として契約

相手方が収集，整理，作成等した情報であって，官側が保護を要さないと確認していない一切の情報

をいう。）及びその他の非公知の情報（以下「保護すべき情報等」という。）の取扱いに当たっては，

「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達）」における別紙「装備

品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び添付資料「装備品等及

び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき（保護すべき情報に該当しない非公知の情報

にあっては，これらに準じて），適切に管理するものとする。この際，特に，保護すべき情報等の取

扱いについては，次の履行体制を確保し，これを変更した場合には，遅滞なく官側に通知するものと

する。 

a) 契約を履行する一環として契約相手方が収集，整理，作成等した一切の情報が，官側が保護を

要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保障する履行体制 

b) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制 

c) 官側が書面により個別に許可した場合を除き，契約相手方に係る親会社，地域統括会社，ブラ

ンド・ライセンサー，フランチャイザー，コンサルタントその他の契約の相手方に対して指

導，監督，業務支援，助言，監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の者に対して伝達

又は漏えいされないことを保障する履行体制 
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4.6 著作権その他の権利 

著作権及びその他の権利は次による。 

a) 本ソフトウェアの著作権その他の権利は，官側に帰属するものであり，官側の承認を得ないで本

役務により知り得たノウハウを利用して，本ソフトウェアに類似したプログラムを作成し，第三

者に販売，使用承諾(再使用承諾)してはならない。また，納品物のうち使用許諾権が発生するソ

フトウェア等の使用許諾権等は陸上自衛隊に帰属させるものとする。 

b) 契約の相手方は，本契約の履行に当たって必要となるソフトウェア又は，ライブラリの使用許諾

権を有しているものとする。 

4.7 官側の支援 

契約の相手方は，本契約の履行に当たり，次の事項について官側の認める場合，官側の支援を受け

ることができる。 

a) 本契約の履行上必要となる資料等の閲覧又は貸出 

b) 官側の保有する施設，機器，電力，用水等の使用及び操作に関する事項 

c) その他，必要と認めた事項 

4.8 仕様書に関する疑義 

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 8.3 による。 



情報セキュリティ指定書 

発 簡 番 号  

調 達 要 求 番 号 ６ＫＬＡ１Ａ７７３０２ 

調達要求年月日 令和 ８年 ４月１７日 

作 成 部 課 教育訓練研究本部研究部 

作 成 年 月 令和 ８年 ４月１７日 

品 名 ターゲティング能力評価モデルの改修（令和８年度） 

仕 様 書 番 号 教訓研本研－Ｚ２６０３０１ 

 

１ 保護すべき情報の管理 

  契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等

及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（防装庁（事）第１３７号。令和４年３月

３１日）別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に

基づき、適切に管理するものとする。 

 

２ 保護すべき情報として指定された情報 

保護すべき情報 保護すべき情報の詳細 
企業で取り扱う際の 

留意事項 
備  考 

無償貸付品「ター

ゲティング能力評

価モデルの改修 

納入品一式」 

・ソースプログラム 

・ロードモジュール 

・基本設計書 

・詳細設計書 

・取扱手順書 

○ 企業において作成す

る情報の中に、陸上自衛

隊から提供された「保護

すべき情報」の一部が含

まれる場合は、作成した

情報も保護すべき情報

となることに留意する。 

○ 契約件名、調達要求番

号・システム名の不表示

等でシステムの機能性

能等を明白にできない

状態にした場合は保護

対象に該当しない。 

 

 

３ 特記事項 

 


